
１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

平成 22 年度より空手道競技規定・審判規定の変更がなされた。新規定導入に向けて、専門部主催の審判研

修会が実施され、その徹底と運用(申し合わせ事項)についての検討がなされてきた。これまでにない大きな改

定となったため、審判員、競技者ともに多少の戸惑いや混乱が見られた。旧規定との決定的な違いは、「手技

による上段への接触攻撃禁止」であり、“当てたら反則”の徹底であった。その結果、競技会における受傷者

数を大きく減少させた。また、顔面への接触を明確に「反則」としたことは、得点から減点への変化であり、

その攻撃自体を慎重にさせるとともに、競技内容の変化（試合運び）にまで影響を及ぼすこととなった。 

競技における受傷者数の減少に異論を唱えるものはいない。しかし、顔面への攻撃に対する判断が困難であ

る場合もあり、その課題に向けた取り組みがなされている。こうして、全国各専門部主催の審判研修会は、競

技会の適正運営を図るべく、審判技術向上を至上課題として実施されている。 

 空手道競技規定の改正に伴う競技者の怪我激減 という大変喜ばしい状況の変化は、他競技においてもあま

り例を見ない。規定の改正と受傷者数減少の関連性は明らかではあるが、その背後にあった事象を一つ一つ検

証すると共に、競技安全性の確保という視点に立ち、審判のあり方、今後の課題について考えたい。 

 

２２２２    空手道競技規定空手道競技規定空手道競技規定空手道競技規定のののの改正改正改正改正    

  全国高等学校体育連盟（以下、高体連）空手道部主催の組手競技は、全日本空手道連盟（以下、ＪＫＦ）

競技規定に準じ、相手に打撃を加えない、いわゆる「寸止めルール」により運営されてきている。「寸止め」

即ち当てない競技とはいえ、これまでシニアという年齢区分のルールが採用されており、軽い接触であれば技

として認められてきた。平成 21 年、世界空手連盟（以下、ＷＫＦ）の競技規定の改正及び年齢区分の引き下

げにあわせ、年齢的に高校生の多くの選手がジュニア&カデットの区分に入ることから、高体連空手道部にお

ける採用規定の改正が行われた。 

 こうして改正以降、上段突きによる接触攻撃は禁止となり、メンホー(注)は皮膚の一部と定義されることか

ら、その表面に触れた時点で反則の適用となった。(注) 組手競技の安全具、予想外の接触による顔面への衝撃を緩和 

する目的で作られた面のようなもの 

３３３３    調査研究調査研究調査研究調査研究のののの方法方法方法方法    

（１）アンケート調査；《対象》①選手 ②審判員 ③都道府県各専門部審判部 ④保護者 

（２）競技会の現状調査 ①受傷者調査 ②組手競技における技・反則の状況調査  

（３）審判研修会の現状調査 

 

４４４４    調査結果及調査結果及調査結果及調査結果及びびびび考察考察考察考察    

（（（（１１１１））））競技規定競技規定競技規定競技規定のののの改正改正改正改正がもたらしたものがもたらしたものがもたらしたものがもたらしたもの    

 ①①①①競技会競技会競技会競技会におけるにおけるにおけるにおける外傷発生率外傷発生率外傷発生率外傷発生率１１１１））））のののの推移推移推移推移    

競技規定改正前後における全国規模の大会受傷記録から、その推移を調べるため、全国高体連空手道部指導

部委員会医科学専門委員 南 昌秀 氏（金沢学院大学）に協力を依頼し、データ及びその解析に関する助言

を頂いた。以下、頂いた平成 21 年度全国高校空手道選抜大会（以下、全国選抜）～平成 23 年度全国高校空

手道選手権大会（以下、全国総体）における受傷者データ及び平成 23 年度全国選抜調査結果の解析を行った。 

《 注 釈 》ｸﾞﾗﾌ 1 において、競技規定の改正後の実施は、平成 23 年度全国総体からである。 

ｸﾞﾗﾌ 2､3 は、平成 21 年度全国選抜から平成 23 年度全国選抜における受傷者データについて、 

(ｱ)外傷部位 及び (ｲ)外傷区分別 に症例を分類した。 

(ｱ)外傷部位 ～ 顔・頭部、頸部、体幹部、上肢、下肢、その他 

(ｲ)外傷区分 ～ 打撲・挫傷、捻挫、鼻出血、切創・割創・裂創、骨折、脱臼、脳しんとう、 

歯冠・歯根破折、その他（分類不明は、その他とした） 
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                                表 1        ｸﾞﾗﾌ 1 

大会名 規定 試合数 外傷症例数 外傷発生率外傷発生率外傷発生率外傷発生率（％） 

平成 21 年度全国選抜 旧 567 20 3.53 

平成 22 年度全国総体 旧 660 20 3.03 

平成 23 年度全国総体 新 660 9 1.36 

平成 23 年度全国選抜 新 677 4 0.59 

１）    外傷発生率外傷発生率外傷発生率外傷発生率は外傷症例数を試合数で除して求めた。 

（日本臨床スポーツ医学会誌：vol.18 No.2、2010、空手道競技における外傷  南 昌秀） 

 (ｱ)      ｸﾞﾗﾌ 2-a         ｸﾞﾗﾌ 2-b           ｸﾞﾗﾌ 2-c                ｸﾞﾗﾌ 2-d 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)        ｸﾞﾗﾌ 3-a         ｸﾞﾗﾌ 3-b           ｸﾞﾗﾌ 3-c        ｸﾞﾗﾌ 3-d 

 

 

 

 

 

 

平成 10 年～平成 20 年の空手道競技大会における外傷調査結果によると、外傷発生率は高校男子選手で最

も高く 8.1％であったと報告されている１）。 

表 1 及びｸﾞﾗﾌ 1 より、競技規定改正前後において、外傷発生率を大きく減少させた。特に、平成 23 年度全国

選抜における外傷発生率 0.59％は、競技会の安全性の高さを物語る数値といえる。 

このように、競技規定の改正がもたらしたものは大きい。全国大会、関東大会、東京都大会といったデータを

見る限りにおいて、全国各地区においても同様の結果であったことが推察される。 

(ｱ)外傷部位別ｸﾞﾗﾌにおいて、改正前（ｸﾞﾗﾌ 2-a､b）は、顔・頭部の外傷が最も多く、改正後（ｸﾞﾗﾌ 2-c､d） 

は大きく減少した。 

(ｲ)外傷区分別ｸﾞﾗﾌにおいて、改正前（ｸﾞﾗﾌ 3-a､b）に多く見られた症例、打撲・挫傷、切創・割創・裂創、 

鼻出血は、改正後（ｸﾞﾗﾌ 3-c､d）において減少した。特に、鼻出血という特定部位における症例の減少 

が顕著であった。 

また、今年度の全国総体の外傷症例数 14 のうち、顔・頭部の受傷者は 3 名であり、鼻出血は 1 名であった。 

 同様の調査１）において、外傷部位別では、顔・頭部、外傷区分別では、打撲・挫傷が最も多く、次いで 

鼻出血であったと報告している。 

 競技規定競技規定競技規定競技規定のののの改正改正改正改正によりによりによりにより、、、、受傷者数受傷者数受傷者数受傷者数のののの減少減少減少減少、、、、特特特特にににに顔顔顔顔・・・・頭部頭部頭部頭部のののの受傷者数減少受傷者数減少受傷者数減少受傷者数減少をもたをもたをもたをもたらしたらしたらしたらした。。。。上段即上段即上段即上段即ちちちち顔顔顔顔････頭部頭部頭部頭部へへへへ

のののの突突突突きききき技技技技のののの接触接触接触接触をををを禁止禁止禁止禁止したためしたためしたためしたためとととと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

 

 ②②②②競技規定改正後競技規定改正後競技規定改正後競技規定改正後のののの組手競技組手競技組手競技組手競技におけるにおけるにおけるにおける““““カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー1111（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ1111））））違反違反違反違反のののの発生状況発生状況発生状況発生状況””””及及及及びびびび““““技技技技のののの分類分類分類分類””””についてについてについてについて 

 組手競技規定において、上段への手技接触攻撃が禁止事項となり、改正後Ｃ1 違反者が急増した。というよ
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り、Ｃ1 と判定することが増えた、と表現する方が適切であろう。残念ながら、改正以前の記録用紙がないた

め、その検証はできない。禁止行為；Ｃ1 に分類される行為は、競技会において直接的な外傷原因となるため、

その発生状況について調査した。また、組手競技における記録用紙から、得点となった全ての技について集計

し、その分類を行った。 

ｸﾞﾗﾌ 4-a           ｸﾞﾗﾌ 4-b           ｸﾞﾗﾌ 5-a           ｸﾞﾗﾌ 5-b 

  

 

 

 

 

 

《 注 釈 》NPPNPPNPPNPP    (non-penalty player) ；カテゴリー1(Ｃ1)の 忠告～反則を犯していない選手 

      Ｃ1 発生率；Ｃ1 違反の宣告を受けた選手を総選手数で除して求めた。 

違反の記号 ；忠告；ＷＷＷＷ、警告；ＫＫＫＫ、反則注意；ＨＣＨＣＨＣＨＣ、反則；ＨＨＨＨ 

《解析対象》平成 24 年 3 月～平成 24 年 8 月の高校空手道競技大会 2040 試合、4080 名の選手を対象とした。 

      トーナメント競技であるため、選手数は試合数に応じた延べ人数として積算した。 

      また、2040 試合において記録用紙に記載された 10850 の技を次のように分類した。 

分類略記号 ；上上上上ﾂﾂﾂﾂ；上段突き、中中中中ﾂﾂﾂﾂ；中段突き、上上上上ｹｹｹｹ；上段蹴り、中中中中ｹｹｹｹ；中段蹴り 

 

《 考 察 》男女組手競技におけるＣ1 発生率を見ると、NPP 値の平均は、42.4%であった(ｸﾞﾗﾌ 4－a,b)。 

つまり、57.6%の選手はＣ1 違反(Ｗ・Ｋ・ＨＣ・Ｈの何れか)を犯していることになる。上段への手技による

接触攻撃を禁止した「ジュニア&カデットルール」への改正以降、Ｃ1 発生率は極めて高くなっているが、 

審判も意識的かつ厳密にこの上段への禁止攻撃を見ているためである。Ｃ1 とくに「忠告」宣告は、規定改正

後における必然的な増加であり、“競技者の違反を明確に知らせ正す”といった機能を十分に果たしているも

のと考えられる。違反行為に対する厳格なる判定は、その抑止効果を生む。必然的に上段への攻撃を慎重にさ

せ、競技会における受傷者数の減少、即ち安全性の向上へとつながるもの            ｸﾞﾗﾌ 6 

と考えられる。 

 ｸﾞﾗﾌ 6 は、平成 23 年度全国選抜 男女組手競技におけるＣ1 発生率の 

推移を示したものである。Ｃ1 違反の宣告は段階的であり、1 回目におい 

て失点なしの「忠告」、2 回目の「警告」から相手側の得点となり、違反 

者が不利になるシステムである。ｸﾞﾗﾌ 6 に見られる減衰の様子は、 

“当てないようにコントロール”した結果であると言える。 

 この全国選抜出場選手に対するアンケート調査の中で、「上段突きを当ててしまい、Ｃ1 違反の忠告を受け、

ポイントもリードされている状況において、あなたはどう試合運びをしますか」との問いに、中段主体の攻撃、

蹴り技主体の攻撃への変更、或いは上段を控えずともしっかりした技を出すよう心掛けると回答している。 

 

技の分類・分析データは、その試合の位置付け、対戦相手、試合の状況、個人差等に大きく左右されるため、 

慎重に取り扱う必要がある。Ｃ1 忠告の宣告以降、競技者の試合運びに変化をもたらし、怪我につながる行為

に対し、自己修正をしていることが分かる。この大会の外傷発生率 0.59％はこうして生まれたと考えられる。 

審判審判審判審判のののの本質的本質的本質的本質的なななな仕事仕事仕事仕事はははは「「「「技技技技のののの見極見極見極見極めめめめ」」」」であるであるであるである。。。。まさにまさにまさにまさに血血血血のののの滲滲滲滲むむむむ稽古稽古稽古稽古のののの末末末末にににに生生生生みみみみ出出出出されるされるされるされる““““素晴素晴素晴素晴らしきらしきらしきらしき技技技技””””をををを

見極見極見極見極めめめめ、、、、判定判定判定判定をををを下下下下すことこそすことこそすことこそすことこそ、、、、審判員審判員審判員審判員のののの使命使命使命使命とととと考考考考えるえるえるえる。。。。そのそのそのその審判技術審判技術審判技術審判技術のののの質的向上質的向上質的向上質的向上はははは、、、、安全安全安全安全かつかつかつかつ公正公正公正公正なななな競技会競技会競技会競技会

をををを実現実現実現実現させるさせるさせるさせる。。。。さらにはさらにはさらにはさらには、、、、選手選手選手選手のののの競技力向上競技力向上競技力向上競技力向上へとへとへとへと実実実実をををを結結結結ぶことはぶことはぶことはぶことは自明自明自明自明のののの理理理理であろうであろうであろうであろう。。。。    
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ｸﾞﾗﾌ 5-a､b において、手技による攻撃部位の比率（上ﾂ／中ﾂ）を計算すると、男子；2.20、女子；1.71 とな

った。上段への手技(突き)による接触を厳しく取っている状況においても、上段突きの選択率が男子 62.9％、

女子 58.1％であり、中段突きと比べ、男子 2.20 倍、女子 1.71 倍という高い数値であった。 

攻撃部位として、腹部の中段よりも、顔面・頭部の上段を狙う方がポイントをとりやすく、技の発展性から

も連続攻撃のバリエーションを組みやすいためと考えられる。つまり“技”として出し易いのである。 

 

 ③③③③規定改正規定改正規定改正規定改正によるによるによるによる““““混乱混乱混乱混乱””””とととと““““戸惑戸惑戸惑戸惑いいいい””””    ～～～～    アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査のののの結果結果結果結果からからからから    

     《 空手道競技を見つめる４つの視点 ～(A) 選手  (B) 審判員  (C) 専門部  (D) 保護者 》 

(A)(A)(A)(A)    選手対象選手対象選手対象選手対象アンケートアンケートアンケートアンケート調査結果調査結果調査結果調査結果    ＊＊＊＊詳細別紙資料参照詳細別紙資料参照詳細別紙資料参照詳細別紙資料参照＊＊＊＊    

 全国選抜出場選手 572 名を対象とし、競技規定の改正に伴う混乱や戸惑いの有無、技・反則判定の状況と

その認識等、12 項目についてアンケート調査を行った。全国選抜出場選手と東京都選手との違いは、はっき

りと空手道歴に現れる。ｸﾞﾗﾌ 7 において、東京都選手の場合、半数近くが 3 年以内と回答している。 

            ｸﾞﾗﾌ 7                ｸﾞﾗﾌ 8               ｸﾞﾗﾌ 9 

 

 

 

 

 

 

 

(1)規定改正に対する““““戸惑戸惑戸惑戸惑いいいい”“”“”“”“混乱混乱混乱混乱””””は、「大いにあった」「多少あった」を合わせて（以下“はい”との

回答）66.966.966.966.9%%%%、東京都選手についても、63.9%となった。その内容について聞いてみると、(2)反則反則反則反則をををを取取取取られやられやられやられや

すくなったすくなったすくなったすくなったと感じている選手は、“はい”との回答 86.986.986.986.9%%%%、東京都選手 77.1%であった。技量レベルの高い選

手達は、「コントロールしているにもかかわらず触れてしまったための反則」との認識が強いと考えられる。

また、(3)上段上段上段上段へのへのへのへの技技技技がががが取取取取りにくくなったりにくくなったりにくくなったりにくくなったか、との問いに、“はい”との回答 73.9%73.9%73.9%73.9%、東京都選手 72.1%であっ

た。やはり 7 割を超える選手達は、(2)の質問同様の回答、技の取りにくさを指摘している。(4)試合中の怪我怪我怪我怪我

発生状況発生状況発生状況発生状況について、減ったとの認識 44.4%44.4%44.4%44.4%、東京都選手 38.6%となった。この回答率の低さは審判員に対する

結果と大きく異なるが、競技会における他の試合の状況、全体の状況まで詳しく知らないためであろう。規定

改正後において、とくに上段攻撃に関する“戸惑い”“混乱”の状況が明らかとなった。 

(5)、(6)は、審判の判定に対する認識、(7)、(8)は、強い中段蹴りを受けた経験、上段蹴りを受け倒れた経験の

有無、といった反則行為の経験歴についての問いである。 (5)自分自分自分自分がががが当当当当てられているのにてられているのにてられているのにてられているのに相手相手相手相手のののの反則反則反則反則をををを取取取取ってってってって

くれないくれないくれないくれないとの回答は、全国、東京共に 7777 割割割割を超える。(6)「「「「技技技技」」」」がががが決決決決まったとまったとまったとまったと思思思思ったらったらったらったら「「「「反則反則反則反則」」」」となった経験

の有無についての回答も、全国、東京共に 7777 割割割割近くにのぼる。しかし、(5)と(6)には、“される側”“する側”

の認識という明確な違いがある。(6)については、行為者は気付いていないにせよ、事実当たっているから反

則となったと考えられる。問題は(5)、選手の認識と審判の判定とのずれで            ｸﾞﾗﾌ 10 

あり、事実当てられているのである。それを見逃していることに他ならない。                   

そして、直接的な質問、“審判員審判員審判員審判員によってによってによってによって、、、、技技技技・・・・反則反則反則反則のののの取取取取りりりり方方方方がががが違違違違ううううと感じ 

たことがありますか”を問うた。ｸﾞﾗﾌ 10 に示された通り、“あり”との回答 

は全国 93%93%93%93%、東京 83%となった。取るべき「技」を取らなかったり、接触 

を見逃せば、「反則」を誘発し、増長させてしまうことになりかねない。 

今今今今、、、、審判員審判員審判員審判員にににに求求求求められているのはめられているのはめられているのはめられているのは““““しっかりしたしっかりしたしっかりしたしっかりした技技技技””””のののの見極見極見極見極めめめめでありでありでありであり、、、、そのそのそのその    

““““判定判定判定判定のののの統一性統一性統一性統一性””””にににに他他他他ならないならないならないならない。。。。    
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(B)(B)(B)(B)    審判員対象審判員対象審判員対象審判員対象アンケートアンケートアンケートアンケート調査結果調査結果調査結果調査結果    ＊＊＊＊詳細別紙資料参照詳細別紙資料参照詳細別紙資料参照詳細別紙資料参照＊＊＊＊                                                                ｸﾞﾗﾌ 11 

平成 23 年度 全国高校空手道選抜大会審判員 39 名を対象とし、競技規定 

の改正に伴う混乱や戸惑いの有無、競技会における受傷との関連性、技・反 

則判定の状況とその認識及び今後のあり方等、7 項目についてのアンケート 

調査を行った。全国各専門部から派遣された高校空手道競技審判のスペシャ 

リスト達である。規定改正に対する“戸惑い”“混乱”の有無を聞いた。 

ｸﾞﾗﾌ 11 において、「大いにあった」「多少あった」を合わせて（以下“はい” 

との回答）は 77%、東京都審判員 81%。選手同様、“戸惑い”“混乱”の 

状況が分かる。どの様なところに“戸惑い”“混乱”があったのかとの質問            ｸﾞﾗﾌ 12 

には、「技と反則の区別」37％、「反則の取り方」34％であり、規定改正 

根幹部分に対する戸惑いであった。                                             

次に、競技会における受傷者数の変化については、「多少減った」18%、 

「激減した」82%となり、これまでの状況をすべて認識し、経験をもって示 

された数値であり、その通りと言える。それは前述の検証結果である“外傷 

発生率”の減少をもって裏付けられる。激減したとする傷病名は、鼻出血 

51％、次いで前歯損傷 24％、鼻骨骨折 13％、いずれも顔面部に集中する 

外傷である。ｸﾞﾗﾌ 10、12 を比較してみると、技・反則の取り方の違いに関して、選手と審判員との認識のず

れが見られ、“戸惑い”“混乱”の状況が数値となって現れている。以下、記述回答の主なものを抜粋した。 

《《《《質問事項質問事項質問事項質問事項》「》「》「》「頭部頭部頭部頭部、、、、顔面又顔面又顔面又顔面又はははは頚部頚部頚部頚部へのへのへのへの得点距離得点距離得点距離得点距離はははは 10cm10cm10cm10cm とするとするとするとする」」」」となりましたがとなりましたがとなりましたがとなりましたが、、、、““““しっかりしたしっかりしたしっかりしたしっかりした技技技技””””をとることについてをとることについてをとることについてをとることについて、、、、ああああ

なたのなたのなたのなたの感想感想感想感想をををを簡単簡単簡単簡単にににに聞聞聞聞かせてかせてかせてかせて下下下下さいさいさいさい。。。。    

・10ｃｍで技を極めるには、踏み込みはとても大切だと考えるので、大会、練習会場等でマットが無い場合、マットなしでの練

習については、怪我につながらないか不安・10ｃｍ手前で、しっかりとした技を決めるのは難しいので、技術的にはレベルアッ

プにつながる・しっかりとした技を審判が判断する良し悪しによって怪我が減ることは良いことである・メンホーを装着した時

点で顔面から３ｃｍ程度の距離が生じていることを考えると 10ｃｍは少し違和感あり・怪我防止の観点から良いと思います・

実際はなかなか取りづらいのが現状。しかし、しっかりした技を取ることは大変良いことと思う・伸びきった突きや置きにいく

ような突き等取り方がまちまちである・得点距離 10ｃｍは審判に技とするかどうかの判断基準に多くの曖昧さを含んでいる・

技の見極めが難しいと感じた・審判技術が追いついていない・選手が動いている中での 10ｃｍを見極めることの難しさ  他 

《《《《質問事項質問事項質問事項質問事項》》》》審判技術審判技術審判技術審判技術のののの向上向上向上向上はははは、、、、選手選手選手選手のののの安全確保安全確保安全確保安全確保とととと技術向上技術向上技術向上技術向上をもたらしをもたらしをもたらしをもたらし、、、、そのそのそのその研鑽研鑽研鑽研鑽こそがこそがこそがこそが我我我我々々々々にとってにとってにとってにとって焦眉焦眉焦眉焦眉のののの課題課題課題課題となるととなるととなるととなると考考考考

えますがえますがえますがえますが、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの意見意見意見意見をおをおをおをお聞聞聞聞かせかせかせかせ下下下下さいさいさいさい。。。。    

・スポーツ競技では審判技量が選手の人生を左右します。審判技術の向上は当然です・どの試合でも同じ基準で審判をすること

が選手にとって大切だと感じる・安全をしっかり確保し、安心して競技させる・技の質が問われ、質の向上が今後のテーマと考

える・県、地区での講習会に積極的に参加するよう心がけています・選手の安全、技術向上、マナーに対し、もっと研修を多く

やった方がよいと思う・必死に頑張ってきている選手の為、我々審判もしっかり研鑽するべきだと思います・必要であるから審

判をしている方が大部分です。もっと審判員に対して温かく勉強できる機会を作ってください・その通りだと思う。指導者=審

判→良い選手を育てることができると考えます・研究と経験が大切だと思う・武道としての空手とスポーツとしての試合とどの

ようにジャッジすべきかを問い続けて精進努力していきたいと思う・都道府県の違いで審判技術の格差がないようにしたい 他    

    

(C) (C) (C) (C) 都道府県各専門部審判部対象都道府県各専門部審判部対象都道府県各専門部審判部対象都道府県各専門部審判部対象アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査    ＊＊＊＊別紙資料参照別紙資料参照別紙資料参照別紙資料参照＊＊＊＊《紙面の都合上、別紙資料掲載》 

 各専門部の抱える現状等、30 項目についてアンケート調査を行い、32 専門部より回答を得た。 

 

(D) (D) (D) (D) 保護者保護者保護者保護者のののの視点視点視点視点    

日頃選手を多方面から支える両親や家族は、最も強力なサポーターといえる。高校空手道の一番の理解者、
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そして勝負の行方を見守り、最も厳しい目を持つ観客でもある。道場、部、学校の枠を超えた貴重な意見とな

ることを期待し、そんな保護者の意見をまとめてみた。 

規定改正により、選手達に“戸惑い”“混乱”があったとする意見はやはり多く聞かれる。特に、上段への

攻撃に対する反則が増え、技が取りにくくなったと感じている方も多い。また、一方で競技会において、怪我

をする選手、特に鼻出血等が減ったことは良いことと評価している。しかし、技・反則の判定が、観ている者

に分かり難い場合もあり、審判によって微妙に違うと感じている、との意見も多い。 

これらの指摘の中で、「、「、「、「判定判定判定判定のののの統一性統一性統一性統一性」」」」が問われていることを、重く受け止めなければならない。 

 

（（（（２２２２））））今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    ～～～～    まとめにかえてまとめにかえてまとめにかえてまとめにかえて    

①①①①空手道空手道空手道空手道競技競技競技競技のののの特性特性特性特性とととと審判研修会審判研修会審判研修会審判研修会のののの重要性重要性重要性重要性    

 空手道は本来、相手に衝撃を与えて倒す武技である。もちろん、実際の競技においては衝撃を与える技の行

使は禁じられている。しかし、「当てない」ことを前提とした競技であるとはいえ、誤って衝撃を与えてしま

う危険性は残されるが故に、外傷発生率の高い競技とされてきた。 

 今規定改正において、上段に対する反則の定義が明確になったと言える。その結果、従来と比べ、「技」と

しての判定が一部「反則」となり、取らなかった技が一部「技」となるケースが出現し、後者の見極めはさら

に難しくなった。このことが“戸惑い”“混乱”や“判定の不統一”を招いた直接的な原因と考えられる。 

しかしその一方で、競技の安全性は飛躍的な向上を遂げ、確実に高校空手道の新たなる一歩を踏み出したと

言える。素早い動きの中で、「技」と「反則」を適正かつ瞬時に判定することは容易なことではない。経験者

かつ熟練者でなければこれを為し得ないという、空手道競技審判員の持つ特性がそこにある。そして、あって

はならぬ事であるが、審判の判断が怪我と直接結びつく可能性をも秘めている。 

空手道競技審判空手道競技審判空手道競技審判空手道競技審判研修会研修会研修会研修会はははは、、、、競技会競技会競技会競技会のののの安全安全安全安全かつかつかつかつ適正適正適正適正なるなるなるなる運営運営運営運営をををを図図図図るべくるべくるべくるべく、、、、審判技術向上審判技術向上審判技術向上審判技術向上をををを至上課題至上課題至上課題至上課題としてとしてとしてとして実実実実

施施施施されているされているされているされている。。。。    

②②②②関東関東関東関東審判研修会審判研修会審判研修会審判研修会のののの取材取材取材取材をををを通通通通してしてしてして    

 来年度、現行の競技規定が再び改正となる。これに先立ち、9 月 8 日、次年度導入に向け関東審判研修会が

行われた。例年実施されている研修会ではあるが、今回規定改正とあってＷＫＦ国際審判員を講師に迎え、100

名を超える参加となった。1 時間を越えての競技規定研修の後、体育館へ移動し実技研修。全員ゼッケンをつ

けての新規定体験講習である。慣れぬ新規定に戸惑う受講生、“そこで技技技技を取ってあげないから反則反則反則反則を犯すこ

とになる”と檄を飛ばす講師陣。学ぶ側も教える側も、残暑厳しい外気を越える熱の入れようである。座学、

実技共に技術、運用面等様々な角度からの質問が相次ぎ、充実した研修会となった。閉講式における代表挨拶

の中で、高空連発足当初、上段突き禁止の全国大会であったことが紹介された。絶対に怪我人を出すことが許

されぬ大会であったと。昭和 49 年 7 月、第 1 回全国高等学校空手道連盟審判研修会を実施、翌月、記念すべ

き第 1 回全国高等学校空手道選手権大会が東京に於いて開催されている。規定改正が相次ぐ状況の中で、発足

当初の基本理念、““““安全性安全性安全性安全性がががが全全全全てにてにてにてに優先優先優先優先されるされるされるされる””””ということを今一度、肝に銘じたい。 

 

 

 

 

 

 

審判研修会の最後に、協力してくれた選手達に感謝の意を込め拍手を送ることになっている。それは選手達

に送るエールの拍手でもあり、同時に技術向上に取り組む我々審判員の決意の瞬間

と き

でもあったと確信している。 

今後も限りなき前進(Ever Onward)を続けていきたいと考えている。 


